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《ま    え    が    き》 

平成20年版　改正税法早わかり 

平成20年度改正のポイント利用方法 
　この「平成20年度改正税法早わかり」は，税理士試験受験者のために，改正法項目を表欄 

形式により整理したものですが，ご利用にあたっては以下の点にご注意ください。 

(1)  政令・省令事項改正内容の詳細は，受験雑誌等の続報記事にてご確認ください。 

(2)  本文中の項目には，今後（本年又は来年）の税理士試験の受験勉強の便のため，以下の 

　　ような区分で，「改正の概要」「重要度」を表示しました。 

　税理士試験においては、その年の法令等の適用日（今年度は平成20年４月14日）に施行 

されている法令に基づいて実施されています。 

　ただし、平成20年度の税制改正については、平成20年１月11日に閣議決定された「平成 

20年度税制改正要綱」に基づいて作成された「所得税法等の一部を改正する法律」は平成20 

年４月30日に公布され、同日より施行されました。なお、税理士試験の試験科目の出題範囲 

において、適用される法令等は、平成20年４月14日現在で、施行されているものとされる 

ため、この法律が、平成20年度の税理士試験の範囲に含まれるかどうかは、現在のところ 

不明です。 

　本「追録」を利用するに当たっては、実施当局の平成20年４月30日の施行の法律の取り 

扱いに注し、税理士試験の学習を進められるようお願いいたします。 

 

＊平成20年４月30日現在施行の法令等にもとづいて作成しています。 

◎……重要な学習項目 

○……学習しておくべき項目 

△……受験上無視してもよい項目 
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はじめに　
　
平成 20 年度税制改正については、平成 19 年 12 月 13 日に『平成 20 年度
税制改正大綱』が公表され、平成 20 年１月 11 日に『平成 20 年度税制改正
要綱』が閣議決定された。その後、平成 20 年３月 31 日に『国民生活等の
混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律』が公布され、
同年４月１日に施行された。なお、要綱に基づいて作成された『所得税法
等の一部を改正する法律』は平成 20 年４月 30 日に公布され、同日より施
行された。
本年税制改正は、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの
構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いた。すなわち、地域
間の財政力格差問題に正面から取り組み、その第一歩となる措置を講じる
とともに、中小企業の活性化の観点から、起業、成長及び事業承継の各段
階で手厚い配慮を行うこととした。
また、わが国の寄附文化を醸成し、民が担う公益活動を促進する観点から、

寄附金税制及び新たな公益法人に対する税制の抜本的見直しを行うことと
し、喫緊の課題となっている環境問題や暮らしの安心・安全などの観点か
ら国民生活に配慮する次のような税制措置が講じられた。
１　経済活性化・競争力の強化
(1)　研究開発税制・情報基盤強化税制
　① 　研究開発税制について、投資のインセンティブをより高める観点か

ら、現行の試験研究費の総額に係る税額控除とは別に、試験研究費を
増加させた場合と売上高に占める試験研究費の割合が一定の水準を
超える場合のいずれかを選択して適用できる税額控除制度が創設さ
れた。

　② 　情報基盤強化税制について、生産性の向上を図る観点から、部門間・
企業間で分断されている情報システムを連携させるためのソフトウ
エアが対象に追加された。

(2)　中小企業・ベンチャー支援
　① 　人材投資（教育訓練）促進税制について、中小企業の生産性の向上

や人材育成に資する観点から、対象を中小企業に集中し、中小企業が
利用しやすい仕組み（増加を要件としない総額型）に改組された。
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　② 　ベンチャー企業の育成を支援する観点から、エンジェル税制を大幅
に拡充し、起業期の特定中小会社に出資した場合に 1,000 万円を限度
として寄附金控除を適用する制度が創設された。

(3)　事業承継税制
　① 　中小企業の事業の継続の円滑化に資するため、取引相場のない株

式等に係る相続税の納税猶予制度が創設された。本制度は「中小企業
の経営の承継の円滑化に関する法律」施行日（平成 20 年 10 月１日）
以後の相続等に遡って適用される。

　② 　この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式を
いわゆる遺産取得課税方式に改めるとともに、相続税の総合的見直し
が検討されることとなった。

(4)　減価償却制度
　① 　機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化を図るとともに、法定

耐用年数の見直しが行われた。
　② 　法定耐用年数の短縮特例制度について、承認申請の事務負担に配慮

し、手続の簡素化が行われた。
２　民間が担う公益活動の推進、「ふるさと納税」
(1)　公益法人制度改革への対応　　
　　 　平成 20 年 12 月から施行予定である新しい公益法人制度に対応し、

税制面からも民間の公益活動を支えていくため、公益社団法人・公益
財団法人について、公益目的事業から生じる収益を非課税とするとと
もに、その全てを特定公益増進法人として寄附優遇の対象とする。

(2)　寄附金税制　　
　① 　民間による自発的な公益活動を更に促進するとの観点から、特定公

益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所
得の金額の５％（現行 2.5％）に引き上げる。

　② 　認定ＮＰＯ法人制度について、認定要件の緩和及び申請手続の負担
軽減などが行われる。

３　環境問題、安心・安全への配慮
　 　地球温暖化防止をはじめ環境問題に対する税制上の対応として、民生部
門の省エネルギー対策等を促進するため、住宅の省エネ改修促進税制（住
宅ローン控除制度の特例）が創設された。
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４　金融・証券税制
　 　上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率 10％を平成 20 年末で廃止
し、平成 21 年から 20％とする。その際、円滑に新制度へ移行するための
特例措置として、平成 21 年から 22 年の２年間、500 万円以下の譲渡益及
び 100 万円以下の配当について軽減税率 10％が適用される。

　 　また、平成 21 年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算
の仕組みが導入される。

以下、平成 20 年度税制改正のうち今年度の試験に関係する部分を中心に
図表で示すと次のとおりである。

Ⅰ　所得税関係 
 

①　法定耐用年数区分の見直し 

　法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、

実態に即した使用年数を基に資産区分を整理すると

ともに、次のような考え方により法定耐用年数を見

直す。 

(ｲ)　機械及び装置の各耐用年数区分について、日

本標準産業分類の中分類単位に大括り化（５５区分）

する。 

(ﾛ)　見直し後の法定耐用年数については、中分類

毎に新たな耐用年数を設定（使用実態調査の結果、

得られた耐用年数区分毎の平均使用年数(注)と一

資産当たりの平均取得価額を使用し、加重平均

の方法により算出）する。 

(注)　資本的支出を行っている耐用年数区分につ

いては、取得価額に対する資本的支出の割合

に対応する年数分だけ平均使用年数を短縮す

る。 

(ﾊ)　実使用年数が短い等の理由により、新たな耐

用年数をそのまま適用することが適当でない設

備については、その中分類の中で細目として別

立てする。 

減価償却制度 所法４９ 

平成２０年 

改正耐用 

省令附則 

２ 

平成２１年分 

以後 

項　　目 法　令 重要度 適用関係 改正の内容 

《所得税法》 

◎ 
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②　耐用年数表の見直し 

　耐用年数表については、減価償却資産の使用実態

を踏まえ、項目数の多い別表第二（機械及び装置の耐

用年数表）を中心に見直しが行われた。 

　なお、耐用年数表の改正の考え方は、次のとおり

となる。 

③　耐用年数の短縮特例制度の手続きの簡素化 

　耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受

けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、

本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減

価償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申

請をすることなく、変更点等の届出により短縮特例

の適用を受けることができることとする。 

平成２０年 

改正耐用 

省令附則 

２ 

所令３０⑦ 

⑧、所規 

３２ 

平成２０年 

改正所令 

附則２ 

耐用年数 

省令 

平成２１年分 

以後 

平成２０年分 

以後 

図表　耐用年数表の見直し 

改正前の耐用年数表 
改正の考え方 

種　類 区　分 

別表第一 

 

別表第二 

 

別表第三 

別表第四 

 

別表第五 

別表第六 

 

別表第七 

 

別表第八 

別表第七より一 

部追加 

３９０区分から５５ 

区分へ整理 

　　　－ 

実態に合わせて 

見直し 

統合されて別表 

第五（公害防止用 

減価償却資産）へ 

別表第一及び別 

表第二に統合 

別表第六へ 

機械及び装置以外の有形減価 

償却資産 

機械及び装置 

 

無形減価償却資産 

生物 

 

汚水処理用減価償却資産 

ばい煙処理用減価償却資産 

 

農林業用減価償却資産 

 

開発研究用減価償却資産 

　工事収益の計上方法等について、次のとおり見直

しを行う。 

①　工事進行基準によるべき長期大規模工事の範

囲について、工事期間要件を２年以上から１年

以上に、請負金額要件を５０億円以上から１０億

円以上に、それぞれ見直す。 

②　工事進行基準を適用できる長期大規模工事以

外の工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる

工事を追加する。 

③　工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注

制作を追加する。 

工事進行基準 

の計上方法等 

個人が平成

２１年１月

１日以後に

着手する工

事（経過措

置工事を除

く）につい

て適用し、

個人が同日

前に着手し

た工事（経

所法６６ 

平成２０年 

改正法附 

則４ 

○ 
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④　工事進行基準の適用により計上した未収金は、

その発注者を債務者とする金銭債権として、貸

倒引当金制度等を適用することとする。 

 

 

　所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を

使用して行う場合において、一定の要件の下、税務

署への提出又は提示を省略することができる第三者

作成書類の範囲に、次の書類を追加する。 

①　給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支

出の証明書 

②　雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明

書等 

③　個人の外国税額控除に係る証明書 

④　住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高

証明書（適用２年目以降のもの） 

⑤　バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末

残高証明書（適用２年目以降のもの） 

⑥　政党等寄附金特別控除の証明書 

　先物取引に関する調書制度について、金融商品取

引業者は、居住者等が行った店頭で取引される金融

商品先物取引等の差金等決済があった場合には、そ

の差金等決済があった日の翌月末日まで又は差金等

決済があった日の属する年の翌年１月３１日までに一

定の支払調書を税務署長に提出しなければならない

こととする等の整備を行う。 

電子申告にお 

ける第三者作 

成書類の添付 

省略の対象書 

類の追加 

先物取引に関 

する調書制度 

過措置工事

を含む）に

ついては、

なお従前の

例による。 

原 則 と し

て、平成２０

年１月４日

以後に、平

成１９年分

以後の所得

税の確定申

告書の提出

を電子情報

処理組織を

使用して行

う場合につ

いて適用す

る。 

平成２１年

１月１日以

後に行われ

る差金等決

済について

適用する。 

国税庁告 

示３１ 

所法２２５ 

① 

平成２０年 

改正法附 

則７ 

○ 

△ 

　非居住者又は外国法人の利子所得に対する課税に

ついて、次の措置を講ずる。 

①　国内源泉所得の範囲に、外国法人が発行する

債券の利子のうち国内において行う事業に帰せ

られるものを加える。 

②　外国法人が国外において発行する割引債につ

いて、その割引債の発行差金のうち国内におい

て行う事業に帰せられるものがある場合には、

その発行時に、投資家が受けるべき償還差益の

うちこれに対応する部分に対して１８％の税率に

より源泉徴収を行う。 

非居住者等の 

利子所得に対 

する課税 

左記③の改

正は、外国

法人が平成

２０年４月１

日以後に発

行する債券

について適

用する。 

《租税特別措置法》 

措法６， 

措令３の 

２ 

平成２０年 

改正法附 

則３１ 

項　　目 法　令 重要度 適用関係 改正の内容 

△ 
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 ③　民間国外債等の利子の課税の特例について、

その対象の範囲に一定の外国法人が発行する債

券の利子を加えた上、その適用期限を２年延長

する 

　試験研究費に係る特別税額控除制度について、試

験研究費の増加分に対する特別税額控除割合を上乗

せする特例（いわゆる「増加型」）を改組し、次の特例

のいずれかを選択適用できる制度を創設する。 

　この制度における控除税額の上限は、試験研究費

の総額に係る特別税額控除制度又は中小企業技術基

盤強化税制とは別に、当期の法人税額の１０％相当額

を限度とする。 

①　増加型 

　　試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、

かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、

試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える

部分の金額の５％相当額の特別税額控除ができ

ることとする。 

②　高水準型 

　　試験研究費の額が平均売上金額の１０％相当額

を超える場合には、その超える部分の金額に超

過税額控除割合を乗じた金額の特別税額控除が

できることとする。 

　　なお、超過税額控除割合は、次の算式のとお

りとする。 

【算式】 

超過税額控除割合＝（試験研究費割合－１０％）×０.２ 

試験研究費の 

特別控除 

エネルギー需 

給構造改革推 

進設備を取得 

した場合の特 

別償却及び所 

得税額の特別 

控除 

平成２１年及

び平成２２年

分の所得税

について適

用する。 

適用期限を

平成２２年３

月３１日まで

２年間延長

する。 

適用期限を

平成２２年３

月３１日まで

２年間延長

する。 

中小企業者等 

が機械等を取 

得した場合の 

特別償却又は 

所得税額の特 

別控除 

措法１０⑥ 

措法１０の 

２① 

措法１０の 

３① 

◎ 

◎ 

◎ 
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①　教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度

について、対象を中小企業者等に限定する。 

②　労働費用に占める教育訓練費の割合が中小企業

者等のほぼ平均である０.１５％以上の場合に、教育

訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の

割合に応じた特別税額控除割合（８％～１２％）を乗

じた金額の特別税額控除ができる制度に改組する。 

　　なお、特別税額控除割合は、次のとおりとする。 

 

特別税額控除割合＝                       －０.１５％ × ４０＋８％  

    

③　本特例を中小企業等基盤強化税制の中に位置付

ける。 

①　対象設備等に、部門間・企業間で分断されてい

る情報システムを連携するソフトウエアとして一

定の要件を満たすものを追加する。 

②　資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

等について、対象設備等の取得価額の合計額の最

低限度を７０万円（改正前３００万円）に引き下げる。 

③　資本金の額又は出資金の額が１０億円超の法人に

ついて、対象設備等の取得価額の合計額のうち本

税制の対象となる金額は、２００億円を限度とする。 

事業基盤強化 

設備（教育訓 

練）を取得し 

た場合の特別 

償却又は所得 

税額の特別控 

除 

情報基盤強化 

設備等を取得 

した場合の特 

別償却又は所 

得税額の特別 

控除 

優良賃貸住宅 

の割増償却 

中小企業者等 

の少額減価償 

却資産の取得 

価額の必要経 

費の特例 

平成２１年分

以後の所得

税について

適用する。 

平成２０年分

以前の所得

税について

は、なお従

前の例によ

る。 

適用期限を

平成２２年３

月３１日まで

２年間延長

する。 

優良賃貸住

宅の割増償

却制度にお

ける中心市

街地優良賃

貸住宅に係

る措置の適

用期限を平

成２２年３月

３１日まで２

年 延 長 す

る。 

適用期限を

平成２２年３

月３１日まで

２年間延長

する。 

教育訓練費 

労働費の額 

措法１０の 

４⑥⑦ 

平成２０年 

改正法附 

則３６ 

措法１０の 

６ 

措法１４ 

措法２８の 

２① 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 
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①　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者（以

下「居住者等」という）が、その年中に特定新規中

小会社であって次の要件を満たす株式会社に出資

した金額について、１,０００万円を限度として、寄

附金控除を適用する。 

(ｲ) 設立１年目の株式会社･･･中小企業の新たな事

業活動の促進に関する法律に規定する特定新

規中小企業者 

(ﾛ) 設立２年目又は３年目の株式会社･･･特定新規

中小企業者であって前事業年度及び前々事業

年度における営業活動によるキャッシュ・フロー

（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則第１１２条第１号に掲げる営業活動による

キャッシュ・フローをいう）が赤字であるもの 

②　特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の

適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、

取得した特定中小会社の株式の取得価額から控除

する。 

③　特定中小会社（措法３７の１３①一～三）の区分に

応じ発行された特定中小会社の特定株式を払込み

により取得した居住者等については、特定株式の

上場等の日において取得の日の翌日から引き続き

３年を超えて所有していた当該株式をその上場等

の日以後３年以内に譲渡した等一定の要件に該当

する場合には、課税される譲渡益を１/２に軽減す

る特例は、所要の経過措置を講じたうえ、廃止す

る。 

　上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、

平成２０年１２月３１日をもって１０％（所得税７％、住民

特定新規中小 

会社が発行し 

た株式を取得 

した場合の課 

税の特例（い 

わゆるエン 

ジェル税制） 

上場株式等に 

係る譲渡所得 

平成２０年４

月１日以後

に特定新規

中小会社の

株式を払込

みにより取

得する場合

について適

用する。 

措法４１の 

１９ 

措法３７の 

１０，平成 
◎ 

△ 

給与所得者等 

が住宅資金の 

貸付け等を受 

けた場合の課 

税の特例 

給与所得者

等が住宅資

金の貸付け

等を受けた

場合の課税

の特例の適

用期限を平

成２２年１２月

３１日まで２

年 延 長 す

る。 

措法２９ 

①～③ 

△ 
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税３％）の軽減税率を廃止し、平成２１年１月１日以

後は２０％（所得税１５％、住民税５％）とする。 

 

　平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの

間（２年間）に上場株式等を譲渡した場合には、その

年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち 

５００万円以下の部分については、１０％（所得税７％、

住民税３％）の軽減税率とする。 

　平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの

間（２年間）の源泉徴収口座における源泉徴収税率（特

別徴収税率）は１０％（所得税７％、住民税３％）の軽

減税率とする。 

　この場合において、源泉徴収口座の上場株式等に

係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株

式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が５００万円を

超える者については、その超える年分について、源

泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適

用しない。 

　居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等

に係る源泉徴収税率（特別徴収税率）については、平

成２０年１２月３１日をもって１０％（所得税７％、住民税

３％）の軽減税率を廃止し、平成２１年１月１日以後

は２０％（所得税１５％、住民税５％）とする。 

等の課税の特 

例 

上場株式等に 

係る譲渡所得 

等の特例措置 

上場株式等に 

係る源泉徴収 

口座における 

源泉徴収税率 

の特例 

上場株式等に 

係る配当所得 

の課税の特例 

に関する経過 

措置 

２０年改正 

措法附則 

４３① 

平成２０年 

改正措法 

附則４３② 

 

平成２０年 

改正措法 

附則４５③ 

措法８の 

４，平成 

２０年改正 

措法附則 

３２ 

○ 

◎ 

◎ 

　平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間

（２年間）に居住者等が支払を受けるべき上場株式等

の配当等（大口株主が支払を受けるものを除く。以下

同じ）に対する源泉徴収税率（特別徴収税率）は１０％（所

得税７％、住民税３％）の軽減税率とする。 

　この場合において、その年中の７％源泉徴収（３％

特別徴収）の対象となった上場株式等の配当等（年間

の支払金額が１万円以下の銘柄に係るものを除く）

の金額の合計額が１００万円を超える者については、

その超える年分について、その上場株式等の配当等

に係る申告不要の特例は適用しない。 

　平成２１年１月１日以後に居住者等が支払を受ける

べき上場株式等の配当所得については、その居住者

等は２０％（所得税１５％、住民税５％）の税率による申

告分離課税を選択できることとする。この場合にお

いて、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計

上場株式等の 

配当等に係る 

源泉徴収税率 

等の特例に関 

する経過措置 

上場株式等の 

配当所得の申 

告分離選択課 

税 

平成２１年

１月１日前

に支払いを

受ける配当

等について

は、なお従

前の例によ

る。 

平成２０年 

改正措法 

附則３３ 

措法８の 

４ 

 

◎ 

◎ 
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額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの

選択適用とする。 

　なお、総合課税を選択することにより、配当控除

等の適用も受けることができることとする。 

　平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間

（２年間）に上場株式等の配当等の支払を受ける場合に、

その年分において申告分離課税を選択した上場株式

等の配当所得の金額のうち１００万円以下の部分につ

いては、１０％（所得税７％、住民税３％）の軽減税率

とする。 

　居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて

上場株式等の配当等の支払を受ける場合において、

その居住者等がその金融商品取引業者等の営業所に

源泉徴収口座を開設しているときは、その配当等を

その源泉徴収口座に受け入れることができることと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算

上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以

前３年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金

額（前年以前に既に控除したものを除く）があるときは、

これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額（申

告分離課税を選択したものに限る）から控除するもの

とする。 

申告分離選択 

課税の税率の 

特例措置 

源泉徴収口座 

への上場株式 

等の配当等の 

受入れ 

上場株式等の 

譲渡損失と上 

場株式等の配 

当所得との間 

の損益通算の 

特例 

平成２２年

１月１日以

後に支払う

上場株式等

の 配 当 等

（いわゆる

金融商品取

引業者等に

おける特定

口座のシス

テム開発等

の 準 備 が

整った段階

を目途）に

ついて適用

する。 

平成２１年

分以後の所

得税につい

て 適 用 す

る。 

平成２０年 

改正措法 

附則３２ 

措法３７の 

１１の６ 

措法３７の 

１２の２① 

平成２０年 

改正法附 

則４７ 

○ 

○ 

◎ 

　源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に

対する源泉徴収税額を計算する場合において、その

源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡所得等の

金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その

配当等の額からその譲渡損失の金額を控除した金額

に対して源泉徴収税率（特別徴収税率）を乗じて徴収

源泉徴収口座 

内の上場株式 

等の配当等に 

対する源泉徴 

収税額の計算 

の特例（源泉 

平成２２年

１月１日以

後に支払う

上場株式等

の 配 当 等

（いわゆる

措法３７の 

１２の２⑥ 

 

○ 
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すべき所得税（住民税）の額を計算することとする。 

　この場合において、その上場株式等の譲渡損失の

金額につき、申告により、他の株式等に係る譲渡所

得等の金額又は上場株式等に係る配当所得の金額か

ら控除するときは、本特例の適用を受けた上場株式

等の配当等については、申告不要の特例は適用しない。 

 

 

 

 

①　源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の

税務署への提出を不要とする措置を廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　特定口座年間取引報告書の記載事項に、源泉徴

収口座に受け入れた配当等の額等を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

①　１０％（所得税７％、住民税３％）の源泉徴収税率

を適用する上場株式等の配当等については、すべ

ての配当等の支払調書を税務署へ提出しなければ

ならないこととする。ただし、源泉徴収口座に受

け入れた上場株式等の配当等については、その支

払調書の税務署への提出は要しないこととする。 

②　上場株式等の配当等の支払者又は支払事務取扱

者は、その配当等の支払を受ける者に対して、そ

の支払う配当等の額等を記載した支払報告書を交

付しなければならないこととする。ただし、源泉

徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等につい

徴収口座内に 

おける損益通 

算） 

源泉徴収口座 

に係る特定口 

座年間取引報 

告書 

配当等の支払 

調書及び支払 

報告書の提出 

等 

金融商品取

引業者等に

おける特定

口座のシス

テム開発等

の 準 備 が

整った段階

を目途）に

ついて適用

する。 

平成２１年

１月１日以

後に源泉徴

収口座にお

いて処理さ

れる上場株

式等の譲渡

に係る報告

書について

適用する。 

源泉徴収口

座における

上場株式等

の譲渡所得

と配当所得

の損益通算

の開始と同

時に適用す

る。 

平成２１年

１月１日以

後に支払う

配当等につ

いて適用す

る。 

旧措法３７ 

の１１の４ 

⑧ 

措法３７の 

１１の３⑦ 

平成２０年 

改正法附 

則４５ 

平成２０年 

改正法附 

則４４③ 

△ 

△ 
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ては、その報告書の支払を受ける者への交付は要

しないこととする。 

　　また、上場株式等に係る配当所得の金額を申告

する場合には、その支払報告書又は源泉徴収口座

の特定口座年間取引報告書を確定申告書に添付し

なければならないこととする。 

図表　住宅の省エネ改修促進税制の控除率 

区　分 控除率 

２％ 
 

１％ 

特定の省エネ改修工事に係る工事費用（２００万円 

を限度）に相当する住宅借入金等の年末残高 

上記以外の住宅借入金等の年末残高 

①　源泉徴収口座において損益通算を可能とするため、

上場株式等の配当等に対する源泉徴収について、

次の措置を講ずる。 

(ｲ) 証券会社及び銀行等（以下「支払事務取扱者」と

いう）を通じて支払をする上場株式等の配当等

について、その支払事務取扱者を源泉徴収義

務者（特別徴収義務者）とする。 

(ﾛ) 公募株式投資信託の収益の分配に係る配当等に

ついて、その配当等の支払事務取扱者を源泉

徴収義務者（特別徴収義務者）とする。 

(ﾊ) 源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等

について源泉徴収した所得税又は特別徴収し

た住民税の納付期限を、その徴収の日の属す

る年の翌年１月１０日とする。 

②　居住者等が公募株式投資信託の終了又は一部の

解約により交付を受ける金銭の額その他の資産の

価額については、その全額を株式等譲渡所得等の

収入金額とみなして課税することとする。 

　居住者が、その者の居住の用に供する家屋につい

て一定の省エネ改修工事を含む増改築等（以下「省エ

ネ改修工事等」という）を行った場合において、その

家屋を平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日まで

の間にその者の居住の用に供したときは、一定の要

件の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借

り入れた住宅借入金等の年末残高の１,０００万円以下の

部分の一定割合を所得税の額から控除する。 

　この特例は、下記に掲げる「増改築等工事に係る住宅

ローン減税」との選択適用とし、控除期間は５年とする。 

　なお、控除率は、次のとおりとする。 

源泉徴収義務 

の整備等 

省エネ改修工 

事に係る住宅 

借入金を有す 

る場合の所得 

税額の特別控 

除の控除に係 

る特例 

平成２２年

１月１日以

後に支払う

上場株式等

の配当等に

ついて適用

する。 

増改築等を

した居住用

家屋を平成

２０年４月

１日から平

成２０年１２

月３１日ま

での間に自

己の居住の

用に供した

場合につい

て 適 用 す

る。 

措法４１の 

３の２④ 

⑤⑥ 

措法９の 

３の２ 

措法４の 

６の２②， 

措規５ 

措法３７の 

１１の６⑤ 

措法３７の 

１０④ 

◎ 

△ 
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図表　増改築等に係る住宅ローン減税と省エネ改修税制等の比較 

増改築等に係る住宅ローン減税 

 原　則 

１～６年目…１.０％ 

７～１０年目…０.５％ 

１～６年目…０.６％ 

１１～１５年目…０.４％ 

特　例 

１０年間 

１０年以上 

１００万円超 

１５年間 ５年間 

１,０００万円 

３０万円超 

省 エ ネ 改 修 税 制 

バリアフリー改修促進税制 
区   分 

税　額 

控除率 

控除期間 

償還期間 

ローンの 

限度額 

工事費用 

２００万円までの工事費用…２％ 

２００万円超の工事費用…１％ 

１９年居住…２,５００万円 

２０年居住…２,０００万円 

５年以上（死亡時一括償還） 

〔証明書〕 

　本税制の適用については、住宅の品質確保の促進

等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建

築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に

基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省

エネ改修工事等の証明書を要するものとする。 

　住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合

の所得税額の特別控除について、現行制度において

適用対象となっている大規模の修繕又は模様替等に

加え、大規模の修繕又は模様替等に至らない一定の

省エネ改修工事を適用対象に追加する。 

　なお、増改築等に係る住宅ローン減税、省エネ改

修税制及びバリアフリー改修促進税制を比較すると

次のとおりとなる。 

〔証明書〕 

　本税制の適用については、住宅の品質確保の促進

等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建

築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に

基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省

エネ改修工事等の証明書を要するものとする。 

住宅ローン減 

税の増改築等 

工事の範囲の 

拡大 

増改築等を

した居住用

家屋を平成

２０年４月

１日から平

成２０年１２

月３１日ま

での間に自

己の居住の

用に供した

場合につい

て 適 用 す

る。 

措法４１の 

３の２① 

② 

○ 
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《法人税法》 

Ⅱ　法人税関係 

図表　耐用年数表の見直し 

改正前の耐用年数表 改正の考え方 

種　類 区　分 

別表第一 

 

別表第二 

 

別表第三 

別表第四 

 

別表第七より一 

部追加 

３９０区分から５５ 

区分へ整理 

　　　－ 

実態に合わせて 

見直し 

機械及び装置以外の有形減価 

償却資産 

機械及び装置 

 

無形減価償却資産 

生物 

 

既存の減価 

償却資産を 

含め、平成 

２０年４月１

日以後開始

する事業年

度から適用

する。 

既存の減価 

償却資産を 

含め、平成 

２０年４月１

日以後開始

する事業年

度から適用

する。 

①　法定耐用年数区分の見直し 

　法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、

実態に即した使用年数を基に資産区分を整理すると

ともに、次のような考え方により法定耐用年数を見

直す。 

(ｲ) 機械及び装置の各耐用年数区分について、日本

標準産業分類の中分類単位に大括り化（５５区分）

する。 

(ﾛ) 見直し後の法定耐用年数については、中分類毎

に新たな耐用年数を設定（使用実態調査の結果、

得られた耐用年数区分毎の平均使用年数(注)と

一資産当たりの平均取得価額を使用し、加重平

均の方法により算出）する。 

(注) 資本的支出を行っている耐用年数区分につ

いては、取得価額に対する資本的支出の割合

に対応する年数分だけ平均使用年数を短縮す

る。 

(ﾊ) 実使用年数が短い等の理由により、新たな耐用

年数をそのまま適用することが適当でない設備

については、その中分類の中で細目として別立

てする。 

②　耐用年数表の見直し 

　耐用年数表については、減価償却資産の使用実態

を踏まえ、項目数の多い別表第二（機械及び装置の耐

用年数表）を中心に見直しが行われた。 

　なお、耐用年数表の改正の考え方は、次のとおり

となる。　 

項　　目 法　令 重要度 適用関係 改正の内容 

平成２０年 

耐省令附 

則２ 

平成２０年 

耐省令附 

則２ 

耐用年数 

省令 

◎ 減価償却制度 法法３１ 
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寄附金の損金 

算入限度額 

工事進行基準 

の計上方法等 

別表第五 

別表第六 

 

別表第七 

 

別表第八 

統合されて別表 

第五（公害防止用 

減価償却資産）へ 

別表第一及び別 

表第二に統合 

別表第六へ 

汚水処理用減価償却資産 

ばい煙処理用減価償却資産 

 

農林業用減価償却資産  

 

開発研究用減価償却資産 

平成２０年４

月１日以後

に開始する

事業年度に

ついて適用

する。 

平成２０年４

月１日以後

に開始する

事業年度に

ついて適用

する。 

法人が平成

２０年４月１

日以後に開

始する事業

年度におい

て着手する

工事（経過

措置工事を

除く）につ

い て 適 用

し、法人が

平成２０年４

月１日前に

開始した事

業年度にお

いて着手し

た工事（経

過措置工事

を含む）に

ついては、

なお従前の

例による。 

③　耐用年数の短縮特例制度の手続きの簡素化 

　耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受

けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、

本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減

価償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申

請をすることなく、変更点等の届出により短縮特例

の適用を受けることができることとする。 

　特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度

額について、所得基準を所得の金額の５％（改正前：

２.５％）相当額とする。 

 

 

 

　工事収益の計上方法等について、次のとおり見直

しを行う。 

①　工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲

について、工事期間要件を２年以上から１年以上

に、請負金額要件を５０億円以上から１０億円以上に、

それぞれ見直す。 

②　工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外

の工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる工事

を追加する。 

③　工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制

作を追加する。 

④　工事進行基準の適用により計上した未収金は、

その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒

引当金制度等を適用することとする。 

法法３７， 

法令７７の 

２ 

法法６４， 

法令１２９， 

１３０ 

平成２０年 

改正法令 

附則１９ 

平成２０年 

改正法令 

附則９ 

法令５７⑦ 

⑧，法規 

１８ 

平成２０年 

改正法令 

附則１０ 

○ 

○ 
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エネルギー需 

給構造改革推 

進設備を取得 

した場合の特 

別償却及び法 

人税額の特別 

控除 

平成２０年

４月１日か

ら平成２２

年３月３１

日までの間

に開始する

各事業年度

から適用す

る。 

適用期限を

平成２２年

３月３１日

まで２年間

延長する。 

《租税特別措置法》 

　試験研究費に係る特別税額控除制度について、試

験研究費の増加分に対する特別税額控除割合を上乗

せする特例（いわゆる「増加型」）を改組し、次の

特例のいずれかを選択適用できる制度を創設する。 

　この制度における控除税額の上限は、試験研究費

の総額に係る特別税額控除制度又は中小企業技術基

盤強化税制とは別に、当期の法人税額の１０％相当額

を限度とする。 

①　増加型 

　　試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、

かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試

験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分

の金額の５％相当額の特別税額控除ができること

とする。 

②　高水準型 

　　試験研究費の額が平均売上金額の１０％相当額を

超える場合には、その超える部分の金額に超過税

額控除割合を乗じた金額の特別税額控除ができる

こととする。 

　　なお、超過税額控除割合は、次の算式のとおり

とする。 

【算式】 

超過税額控除割合＝（試験研究費割合－１０％）×０.２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験研究費の 

特別控除 

項　　目 法　令 重要度 適用関係 改正の内容 

措法４２の 

４ 

措法４２の 

５① 

中小企業者等 

が機械等を取 

得した場合の 

特別償却又は 

法人税額の特 

別控除 

適用期限を

平成２２年

３月３１日

まで２年間

延長する。 

措法４２の 

６① 

◎ 

◎ 

◎ 



1818

事業基盤強化 

設備（教育訓 

練）を取得し 

た場合の特別 

償却又は法人 

税額の特別控 

除 

教育訓練費 

労働費用 

 

①　教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度

について、対象を中小企業者等に限定する。 

②　労働費用に占める教育訓練費の割合が中小企業

者等のほぼ平均である０.１５％以上の場合に、教育

訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の

割合に応じた特別税額控除割合（８％～１２％）を乗じ

た金額の特別税額控除ができる制度に改組する。 

　　なお、特別税額控除割合は、次のとおりとする。 

 

特別税額控除割合＝                     －０.１５％ ×４０＋８％  

    

③　本特例を中小企業等基盤強化税制の中に位置付

ける。 

教育訓練費

の増加額に

係る税額控

除制度にお

ける大企業

分について

は、平成２０

年３月３１

日の適用期

限の到来を

もって廃止

する。 

措法４２の 

７⑤⑥ 

◎ 

平成２２年

３月３１日

まで２年間

延長する。 

①　適用期

限を平成２２

年３月３１

日まで２年

延長する。 

② 　 中 小

企 業 者 に

係る４００万

円の定額控

除の適用期

限を平成２２

年３月３１

日まで２年

間 延 長 す

る。 

①　対象設備等に、部門間・企業間で分断されてい

る情報システムを連携するソフトウエアとして一

定の要件を満たすものを追加する。 

②　資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

等について、対象設備等の取得価額の合計額の最

低限度を７０万円（改正前３００万円）に引き下

げる。 

③　資本金の額又は出資金の額が１０億円超の法人

について、対象設備等の取得価額の合計額のうち

本税制の対象となる金額は、２００億円を限度と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報基盤強化 

設備等を取得 

した場合の特 

別償却又は法 

人税額の特別 

控除 

措法４２の 

１１ 

交際費等の損 

金不算入 

措法６１の 

４ 

◎ 

◎ 
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中小企業者等 

の少額減価償 

却資産の取得 

価額の損金算 

入の特例 

①　適用期

限を平成２２

年３月３１

日まで２年

延長する。 

②　改正後

の規定は、

法人が公布

日（平成２０

年４月３０

日）以後に

する使途秘

匿金の支出

について適

用され、法

人が公布日

前にした使

途秘匿金の

支出につい

ては従前の

例による。 

適用期限を

平成２２年

３月３１日

まで２年延

長する。 

①　適用期

限を平成２２

年３月３１

日まで２年

延長する。 

②　中小企

業者の設立

後５年間に

生じた欠損

金額に係る

適用除外措

置の適用期

限を平成２２

年３月３１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠損金の繰戻 

しによる還付 

の不適用制度 

使途秘匿金の 

支出がある場 

合の課税の特 

例 

措法６２ 

経過措置 

を定める 

法律４ 

措法６７の 

５① 

措法６６の 

１３ 

経過措置 

を定める 

法律５ 

○ 

◎ 

◎ 
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外国子会社合 

算税制 

日まで２年

間 延 長 す

る。 

③　改正後

の規定は、

法人の公布

日（平成２０

年４月３０

日）以後に

終了する事

業年度分の

法人税につ

いて適用さ

れ、法人の

公布日前に

終了した事

業年度分の

法人税につ

いては、従

前の例によ

る。 

優良賃貸住

宅の割増償

却制度にお

ける中心市

街地優良賃

貸住宅に係

る措置の適

用期限を平

成２２年３

月３１日ま

で２年延長

する。 

特定外国子

会社等又は

特定外国法

人の平成２０

年４月１日

以後に終了

する事業年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①　内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課

税の特例（いわゆる外国子会社合算税制）について、

外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等の

判定における同族株主グループの範囲に、内国法

人の役員等が支配する法人を加えることとする。 

②　適用除外を判定する非関連者基準に係る関連者

の範囲に、内国法人、特定外国子会社等その他の

等

措法６６の 

６ 

措法４７ 優良賃貸住宅 

の割増償却 

○ 

◎ 
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移転価格税制 

度について

適用する。 

② (ﾊ)の改

正は、平成

２０年４月

１日以後に

行われる申

請について

適用する。 

関連者とされる法人の役員等が支配する法人を加

えることとする。 

③　特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外

国法人に係る所得の課税の特例について、同税制

の適用を受ける内国法人等の判定における特殊関

係株主等の範囲に、特定株主等に該当する法人又

は特殊関係内国法人の役員等が支配する法人を加

えることとする。 

④　適用除外を判定する非関連者基準に係る関連者

の範囲に、特殊関係株主等に該当する内国法人、

特定外国法人その他の関連者とされる法人の役員

等及びその役員等支配する法人を加えることとする。 

①　国外関連者に関する明細書 

　　国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆ

る移転価格税制）の国外関連者に関する明細書に

ついて、国外関連者の営業収益等における通貨・

単位の明示、株式等の保有割合における同一の者

による株式等の被保有関係にある国外関連者に係

る保有割合、国外関連者の従業員数、利益剰余金

の額及び事前確認の有無の記載を行うこととする。 

②　徴収猶予制度の創設 

　　国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆ

る移転価格税制）について、租税条約の相手国と

の相互協議に係る徴収猶予制度を創設する。 

(ｲ)　徴収の猶予 

　　租税条約の相手国との相互協議の申立てをし

た場合において、その申立てをした者が申請

したときに、法人住民税又は法人事業税（相

互協議の対象になるものに限る）の徴収を猶

予する制度を創設する。徴収を猶予する場合

には、猶予する金額に相当する担保を徴する。 

(ﾛ)　延滞金の免除 

　　徴収の猶予をした法人住民税又は法人事業税

に係る延滞金のうち猶予期間（申請の日が猶

予した法人住民税又は法人事業税の納期限以

前である場合には、申請の日から納期限まで

の期間を含む）に対応する部分は、免除する。 

(ﾊ)　国から地方団体への通知 

　　国は、法人が移転価格税制に伴う相互協議の

申立てをした場合等には当該法人の主たる事

務所又は事業所所在地の都道府県にその旨、

措法６６の 

４ 

措規２２の 

１０ 

○ 
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移転価格税制により更正決定された法人税額

等を通知する。 

　　通知を受けた都道府県は関係都道府県及び関

係市町村に通知する。 
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《相続税法》 

Ⅲ　相続税関係 
 

平成２０年

１月１日以

後の相続等

の評価から

適用する。 

　取引相場のない株式の評価に係る純資産価額方式

における営業権の評価について、企業者報酬の額及

び総資産価額に乗じる利率の見直しを行う。 

取引相場のな 

い株式の評価 

に係る純資産 

価額方式にお 

ける営業権の 

評価 

項　　目 法　令 重要度 適用関係 改正の内容 

財基通１８０ 

課評２－５ 

他・２０年 

３月１４日 

◎ 

《租税特別措置法》 

適用期限を

平成２１年 

１２月３１日

まで２年延

長する。 

　現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価

格の計算の特例は、所要の経過措置を講じたうえで

廃止する。 

 

 

 

 

特定同族会社 

株式等に係る 

相続税の課税 

価格の計算の 

特例 

住宅取得資金 

に係る相続時 

精算課税制度 

の特例 

項　　目 法　令 重要度 適用関係 改正の内容 

旧措法６９ 

の５，旧 

措令４０の 

２の２ 

措法７０の 

３，７０の 

３の２ 

○ 

◎ 
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